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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶技術研究協会（JSTRA）か

ら，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，

国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 
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序文 

この規格は，2005 年に第 1 版として発行された ISO 17894 を基に，技術的内容及び対応国際規格の構成

を変更することなく作成した日本工業規格である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，信頼性のある船舶用プログラマブル電子系の開発並びに使用に関する，必須原則，推奨判

定基準及び関連指針について規定する。この規格は，船の安全，又は効率的な操船に影響のあるプログラ

ム可能な要素をもつ，すべての船舶搭載機器にも適用する。この規格には，船舶用プログラマブル電子系

の仕様，操作，保守及び評価に関与するすべての当事者のための情報が含まれている。この規格の原則及

び指針の大部分は，様々な国家規格及び国際規格の要件に基づいている。この規格に対する寄与について

は，引用規格及び参考文献に示している。 

注記 1 この規格は，特定タイプの装置若しくは機能に関連している性能，試験又は試験結果要件に

ついて直接は扱っていない。このような場合は，航海，無線機器における JIS F 8076 のよう

に，既存のアプリケーション又は構成部品用の規格が適用される。責任団体（例えば，監督

官庁，船級協会又はその他の契約関係者など）は，その特定の要求に関していかなる潜在的

な対立が生じたとしてもこの規格を適用可能であると決めることができる。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 17894:2005，Ships and marine technology－Computer applications－General principles for the 

development and use of programmable electronic systems in marine applications (IDT) 

なお，対応の程度を表す記号(IDT)は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，一致していることを示す。 

 

2 適合 

この規格への適合を実証するためには，当該システムが箇条 7 に規定されている原則を満たしていると

いう証拠を提出しなければならない。その証拠は，中立の査定者を納得させるものでなければならない。

これは，箇条 7 に規定されている判定基準への準拠や中立の査定者を納得させる代替手段によって可能に

なる。 

注記 評価のための基準は，箇条 7 の各原則の下に箇条書きで示している。 




